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○小矢部市身体障害者自動車操作訓練事業実施要綱 

平成14年４月１日告示第62号 

改正 

平成17年３月17日告示第37号 

小矢部市身体障害者自動車操作訓練事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障

害者手帳の交付を受けている者（以下「身体障害者」という。）に対し、自動車の運転に関する

訓練を実施することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象者は、小矢部市に居住する身体障害者のうち自動車の運転免許を受けよう

とする者で、自動車の運転に必要な適性訓練に合格した者とする。 

（訓練の内容） 

第３条 自動車の運転に関する訓練（以下「訓練」という。）の内容は、次のとおりとする。 

(１) 自動車の運転技能の実習 

(２) 自動車の構造の教習 

(３) 道路交通に関する法令の教習 

(４) 安全運転の知識の教習 

（訓練の実施場所） 

第４条 訓練は、本市と訓練事業についてあらかじめ委託契約を締結した自動車学校（自動車の運

転免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設

をいう。以下同じ。）において実施する。 

（訓練の申請） 

第５条 この訓練の実施を希望する者（以下「希望者」という。）は、身体障害者自動車操作訓練

申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、訓練の実施を適当と認めた希望者について、自動車学校の長に入校依頼書（様式第２

号）を提出するものとする。 

３ 前項の規定により入校依頼書の提出を受けた自動車学校の長は、その適否を決定し、入校承認、

不承認書（様式第３号）を市長に送付するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により入校承認、不承認書を受理したときは、入校が承認された場合にあ
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っては身体障害者自動車操作訓練受講承認通知書（様式第４号）により、入校が承認されなかっ

た場合にあっては身体障害者自動車操作訓練受講不承認通知書（様式第５号）により、当該希望

者に通知するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 入校を承認された者は、訓練に要する費用のうち、次の各号に掲げるものの合計額に別表

に定める負担割合を乗じて得た額を負担するものとする。ただし、その額に１円未満の端数が生

じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

(１) 入学金 

(２) 学科教習料 

(３) 技能教習料 

(４) 技能補習料（補習については、15時限を限度とする。ただし、１時限は50分とする。） 

２ 市長は、訓練に要する経費のうち、前項各号に掲げるものの合計額から前項に定める入校を承

認された者が負担する額を差し引いた額を負担するものとする。ただし、その額が30万円を超え

るときは、30万円とする。 

（費用の請求） 

第７条 自動車学校の長は、訓練が終了したときは、身体障害者自動車操作訓練事業報告書（様式

第６号）及び身体障害者自動車操作訓練委託料請求書（様式第７号）を市長に提出するものとす

る。 

（細則） 

第８条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成17年３月17日告示第37号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用す

ることができる。 

別表（第６条関係） 
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希望者の世帯の階層区分 負担割合 

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯及び所得税

非課税世帯 

０ 

Ｂ 所得税課税世帯の所得税

額の合計 

24,000円以下 ４分の１ 

Ｃ 24,001円以上45,000円以下 ２分の１ 

Ｄ 45,001円以上120,000円以下 ４分の３ 

Ｅ 120,001円以上 １ 

備考 

１ 世帯とは、当該身体障害者と生計を一にする者の集まりをいう。 

２ 所得税課税世帯とは、世帯に属する世帯員のうち、前年度の所得税を納付すべき者がいる

世帯をいう。 

様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第５条関係） 

 

様式第６号（第７条関係） 
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様式第７号（第７条関係） 
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